
伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 助 成 金 交 付 要 綱  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て 雨 水 貯 留 施 設 設 置 助 成  

 金 （ 以 下 「 助 成 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ と に よ り ， 伊 丹 市 内  

 の 住 宅 に 雨 水 貯 留 施 設 の 設 置 を 促 進 し ， 雨 水 の 流 出 抑 制 及 び 有 効  

 利 用 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， 当 該  

 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (１) 雨 水 貯 留 施 設  住 宅 の 屋 根 か ら の 雨 水 を 集 水 し て 貯 留 す る 施  

  設 （ 付 属 品 を 含 む 。 ） を い う 。  

 (２) 対 象 住 宅  市 内 に 住 居 と し て 使 用 し て い る 住 宅 （ 集 合 住 宅 ，  

  店 舗 等 の 兼 用 住 宅 及 び 建 築 予 定 の も の も 含 む 。 ） を い う 。  

 （ 助 成 対 象 者 ）  

第 ３ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 と な る 者 は ， 対 象 住 宅 に 雨 水 貯 留 施 設 を  

 設 置 す る 者 と す る 。 た だ し ， 次 に 掲 げ る 者 は 除 く 。  

 (１) 国 ， 地 方 公 共 団 体 ， そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 団 体  

 (２) 移 転 補 償 等 機 能 回 復 に よ り 雨 水 貯 留 施 設 を 設 置 す る 者  

 (３) 販 売 目 的 で 所 有 す る 対 象 住 宅 に 雨 水 貯 留 施 設 を 設 置 す る 者  

 (４) 当 該 雨 水 貯 留 施 設 に 対 し て ， こ の 要 綱 以 外 の 補 助 や 交 付 金 を  

  受 け る 者  

 (５) 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か ， 伊 丹 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者 （ 以 下  

  「 管 理 者 」 と い う 。 ） が 助 成 金 の 交 付 を 不 適 当 と 認 め た 者  

２  助 成 金 の 交 付 は ， 同 一 住 宅 に つ い て ， 原 則 と し て １ 回 限 り と す  

 る 。  

 （ 助 成 対 象 施 設 ）  

第 ４ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 と な る 雨 水 貯 留 施 設 は ， ８ ０ リ ッ ト ル 以  

 上 の 容 量 を 有 し た も の で ， １ 家 屋 に つ き １ 基 と す る 。 た だ し ， 次  

 に 掲 げ る も の は 除 く 。  

 (１) 既 に 助 成 金 を 受 け た こ と が あ る 雨 水 貯 留 施 設 を 作 り 替 え よ う  



  と す る も の  

 (２) 浄 化 槽 転 用 型 な ど 雨 水 貯 留 施 設 を 改 造 等 に よ り 設 置 す る も の  

 (３) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 管 理 者 が 助 成 金 の 交 付 を 不 適 当  

  と 認 め た も の  

 （ 助 成 金 額 ）  

第 ５ 条  助 成 金 の 額 は ， 雨 水 貯 留 施 設 の 購 入 費 及 び 工 事 費 の 総 額 の  

 ２ 分 の １ 以 内 と し ， ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 限 度 と す る 。 た だ し ， １ ，  

 ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は ， そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の  

 と す る 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。  

 ） は ， 雨 水 貯 留 施 設 を 購 入 す る 前 に ， 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 助  

 成 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に ， 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 え て 管  

 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１) 誓 約 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 (２) 雨 水 貯 留 施 設 の 構 造 図 （ パ ン フ レ ッ ト 可 ）  

 (３) 排 水 平 面 図 （ 連 棟 の 方 の み ）  

 (４) 雨 水 貯 留 施 設 の 設 置 場 所 や 縦 樋 の 位 置 が わ か る 図 面 （ 連 棟 の  

  方 の み ）  

 （ 助 成 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  管 理 者 は ， 助 成 金 の 交 付 申 請 が あ つ た と き は ， 当 該 申 請 に  

 か か る 書 類 等 を 審 査 及 び 助 成 の 適 否 を 決 定 し ， 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施  

 設 設 置 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） 又 は 伊 丹 市 雨 水 貯 留  

 施 設 設 置 助 成 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り ， そ の 旨  

 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  管 理 者 は ， 前 項 の 助 成 金 の 交 付 及 び 交 付 額 を 定 め る 場 合 に お い  

 て ， 助 成 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 条 件 を 付 す る 必 要 が あ る  

 と 認 め た と き は ， 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付  

 決 定 者 」 と い う 。 ） は ， 決 定 の 通 知 後 ， 速 や か 設 置 に 取 り か か る  



 も の と す る 。  

 （ 申 請 内 容 の 変 更 等 ）  

第 ８ 条  交 付 決 定 者 が ， 第 ６ 条 の 申 請 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き  

 は ， 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 変 更 届 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 管 理 者 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 完 了 報 告 ）  

第 ９ 条  交 付 決 定 者 は ， 設 置 工 事 が 完 了 し た と き ， ま た は 当 該 年 度 の

２ 月 末 日 ま で に ， 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 完 了 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）  

に ， 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 え て 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１) 領 収 書 （ 原 本 ）  

 (２) そ の 他 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  交 付 決 定 者 は ， 設 置 工 事 が 前 項 に 規 定 す る 期 日 内 に 完 了 し な い  

 場 合 又 は そ の 実 施 が 困 難 と な っ た 場 合 は ， 速 や か に 管 理 者 に 報 告  

 し ， そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 助 成 金 の 確 定 ）  

第 １ ０ 条  管 理 者 は ， 前 条 の 完 了 報 告 書 を 受 理 し た と き は ， そ の 内  

 容 の 審 査 及 び 完 了 検 査 を 行 い ， 交 付 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た  

 条 件 に 適 合 す る と 認 め た と き は ， 助 成 金 の 額 を 確 定 し ， 伊 丹 市 雨  

 水 貯 留 施 設 設 置 助 成 金 交 付 確 定 金 額 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り  

 交 付 決 定 者 に 対 し 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 助 成 金 の 請 求 及 び 交 付 ）  

第 １ １ 条  交 付 決 定 者 は ， 前 条 の 通 知 書 を 受 け た と き は ， 速 や か に  

 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 助 成 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） を 管 理  

 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  管 理 者 は ， 前 項 の 請 求 書 が 提 出 さ れ た と き は ， 速 や か に 助 成 金  

 を 交 付 す る も の と す る 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ２ 条  管 理 者 は ， 交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る  

 と 認 め た と き は ， 助 成 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 (１) 偽 り ， そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 助 成 金 の 交 付 決 定 を 受 け よ う  



  と し た と き 。  

 (２) 助 成 金 交 付 決 定 に 付 さ れ た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

 (３) そ の 他 こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

 （ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 １ ３ 条  管 理 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り  

 消 し た 場 合 に お い て ， 既 に 助 成 金 が 交 付 さ れ て い る と き は ， 期 限  

 を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

 （ 管 理 義 務 等 ）  

第 １ ４ 条  交 付 決 定 者 は ， 当 該 雨 水 貯 留 施 設 の 定 期 的 な 清 掃 及 び 点  

 検 を す る な ど 適 正 に 維 持 管 理 し ， 交 付 を 受 け た 日 か ら ７ 年 以 上 存  

 続 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

２  交 付 決 定 者 は ， 第 １ 条 の 目 的 に 反 し て 使 用 ， 譲 渡 ， 交 換 ， 貸 し  

 付 け ， 又 は 担 保 に 付 し て は な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 交 付 決 定 者 が ， や む な く 当 該 雨 水 貯  

 留 施 設 を 第 三 者 に 譲 渡 等 し な け れ ば な ら な い と き は ， そ の 旨 を 管  

 理 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 ま た ， 故 障 等 に よ り ７ 年 間 の 存  

 続 が で き な く な っ た 場 合 も 同 様 と す る 。  

４  交 付 決 定 者 は ， 当 該 雨 水 貯 留 施 設 の 設 置 場 所 を 変 更 し て は な ら  

 な い 。  

５  故 障 や 修 理 が 必 要 な 場 合 は ， 交 付 決 定 者 の 責 任 及 び 負 担 で 行 わ  

 な け れ ば な ら な い 。  

６  施 設 の 異 常 等 に よ り ， 第 三 者 に 損 害 等 を 負 わ せ た 場 合 は ， 交 付  

 決 定 者 の 責 任 及 び 負 担 で 問 題 を 解 決 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 現 地 調 査 ）  

第 １ ５ 条  管 理 者 は ， 助 成 事 業 を 適 正 に 執 行 す る た め ， 必 要 に 応 じ  

 て 工 事 の 施 工 状 況 及 び 竣 工 後 の 維 持 管 理 を 現 地 に お い て 調 査 す る  

 こ と が で き る 。  

 （ 細 則 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 助 成 金 の 交 付 に 関 し 必 要  

 な 事 項 は ， 管 理 者 が 別 に 定 め る も の と す る 。  



 付 則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付 則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付 則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付 則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 


